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「
憲
政
の
神
」
と
称
さ
れ
た
尾
崎
行
雄
（
一
八
五
八
―

一
九
五
四
）
は
、
明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年
よ
り
同
十
四
（
一
八
八
一
）
年

ま
で
『
新
潟
新
聞
』（
以
下
『
新
潟
』）
主
筆）

1
（

を
務
め
、
明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年
十
二
月
に
『
尚
武
論
』
を
出
版
し
た
。
同
書
に
注

目
し
た
矢
野
文
雄
は
尾
崎
を
統
計
院
に
仕
官
さ
せ
、
こ
れ
が
機
縁
で
尾
崎
は
大
隈
重
信
の
配
下
と
な
り
、
明
治
十
五
（
一
八
八
二
）

年
、
立
憲
改
進
党
結
党
に
参
画
し
た）

2
（

。
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尾
崎
の
政
界
入
り
の
契
機
と
な
っ
た
『
尚
武
論
』
は
明
治
・
大
正
・
戦
前
昭
和
期
に
亘
り
、
高
く
評
価
さ
れ
た
。
明
治
期
に
は
、

『
尚
武
論
』
は
「
尤
モ
世
人
ノ
喝
采
を
博
し
た
」
と
評
さ
れ
た）

（
（

。
大
正
期
に
は
、『
尚
武
論
』
に
よ
り
北
越
の
論
壇
を
「
風
動
」
さ
せ

今
で
も
越
後
に
行
く
と
当
時
の
咢
堂
話
が
「
至
る
処
に
持
て
は
や
さ
れ
」
て
い
る
と
い
わ
れ
た）

4
（

。
昭
和
戦
前
期
に
は
、
新
潟
新
聞
主

筆
時
の
社
説
で
「
最
も
光
を
放
つ
た
文
章
」
は
「
尚
武
論
」
で
あ
り
「
当
時
稀
に
見
る
快
文
字
」
で
あ
っ
た
、
出
版
さ
れ
る
と
洛
陽

の
紙
価
を
高
め
か
ら
し
め
た
、『
尚
武
論
』
が
先
輩
の
手
に
渡
る
と
「『
鬼
才
尾
崎
』
の
名
は
益
々
聞
こ
え
」
矢
野
文
雄
に
知
ら
れ
た

の
も
同
書
が
仲
介
で
あ
る
と
さ
れ
た）

5
（

。『
尚
武
論
』
に
よ
り
尾
崎
へ
の
評
価
が
高
ま
り
矢
野
に
知
ら
れ
、
尾
崎
の
官
界
入
り
に
つ
な

が
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

尾
崎
の
伝
記
作
家
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。『
尚
武
論
』
は
翻
訳
書
で
は
な
い
著
作
と
し
て
の
処
女
出
版
で
あ
る
。「
時
流
に

投
じ
た
」
た
め
好
評
を
博
し
八
年
後
に
再
版
、
そ
の
数
年
後
に
は
第
三
版
が
出
さ
れ
た
。
尾
崎
は
後
年
軍
備
縮
小
を
唱
え
売
国
奴
と

罵
ら
れ
た
が
当
時
は
「
熱
烈
な
強
兵
論
者
」
で
あ
っ
た
。
同
書
に
感
服
し
た
矢
野
が
尾
崎
を
政
府
に
誘
っ
た）

（
（

。『
尚
武
論
』
が
好
評

を
博
し
た
こ
と
、
同
書
に
よ
り
尾
崎
は
政
界
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
点
で
は
、
尾
崎
生
前
の
評
価
と
同
様
で
あ
る
が
、

後
年
の
軍
縮
論
者
と
し
て
の
尾
崎
と
は
異
な
る
「
熱
烈
な
強
兵
論
者
」
の
表
れ
と
位
置
付
け
る
評
価
に
注
目
し
た
い
。

　
『
尚
武
論
』
は
政
界
入
り
の
契
機
と
な
り
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
三
代
に
亘
り
評
価
さ
れ
、「
熱
烈
な
強
兵
論
者
」
の
表
れ
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
同
書
は
先
行
研
究
に
お
い
て
如
何
な
る
評
価
を
受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
代
表
的
な
尾
崎

行
雄
研
究
者
は
、
近
代
日
本
政
治
史
上
尾
崎
ほ
ど
長
命
で
「
各
時
代
の
脚
光
」
を
浴
び
続
け
た
政
治
家
は
い
な
い
、
明
治
二
十
年
か

ら
三
十
年
代
は
「
対
外
硬
派
の
驍
将
」、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
に
は
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
の
指
導
者
の
一
人
」、
昭
和
期
に

は
「
軍
部
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
批
判
の
闘
士
」
で
あ
っ
た
と
総
括
し
た
上
で
、
明
治
期
に
お
け
る
尾
崎
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
検
討
す
る

項
目
で
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
す
な
わ
ち
、
国
権
拡
張
の
た
め
に
は
民
権
を
基
礎
と
し
た
文
権
と
武
権
と
の
拡
充
が
不
可
欠
で
あ

り
、
時
代
状
況
に
応
じ
武
権
と
文
権
と
の
何
れ
に
力
点
を
置
く
か
を
日
本
内
外
の
情
勢
に
応
じ
決
め
る
べ
き
と
い
う
判
断
を
尾
崎
が
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し
た
こ
と
を
『
尚
武
論
』
の
「
第
一
章　

総
論
」
を
引
用
し
て
説
明
し
、
国
際
関
係
は
文
明
の
進
歩
に
伴
い
道
理
が
支
配
す
る
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
し
そ
の
た
め
に
努
力
す
べ
き
と
尾
崎
が
説
い
た
こ
と
、
国
際
社
会
を
「
虎
狼
世
界
」
と
彼
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
を

同
書
の
「
七
章　

外
勢
」
を
引
用
し
て
説
明
し
て
い
る）

7
（

。
尾
崎
最
後
の
自
伝
の
解
説
は
、
尾
崎
は
軍
備
縮
小
や
国
際
協
調
を
説
い
た

「
平
和
主
義
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
れ
て
い
る
が
彼
の
外
交
論
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
と
す
る
興
味
深
い
指
摘
を
し
て

い
る
が
、『
尚
武
論
』
に
は
言
及
し
て
な
い）

（
（

。
つ
ま
り
学
術
研
究
で
は
「
憲
政
の
神
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
外
、「
対
外
硬
派
」、
単

純
に
「
平
和
主
義
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
も
の
の
、
尾
崎
の
『
尚
武
論
』
を
断
片
的
に
紹
介

す
る
か
、
あ
る
い
は
言
及
し
て
い
な
い）

9
（

。

　

尾
崎
が
新
潟
県
在
住
時
に
『
尚
武
論
』
を
出
版
し
た
こ
と
が
彼
の
政
・
官
界
入
り
の
契
機
と
な
り
、
あ
る
い
は
『
尚
武
論
』
が
後

年
の
平
和
主
義
者
尾
崎
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
る
点
の
表
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
同
書
を
本
格
的
に
分
析
し
た
先
行
研
究
は
管
見

の
及
ぶ
限
り
存
在
し
な
い
。
本
稿
で
は
、
第
一
に
新
潟
県
に
お
け
る
尾
崎
の
言
論
以
外
の
活
動
を
紹
介
、
第
二
に
『
新
潟
』
主
筆
と

し
て
の
主
張
を
分
析
、
第
三
に
尾
崎
の
尚
武
論
を
検
討
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、「
憲
政
の
神
」
尾
崎
の
国
会
開
設
前
ま
で
の
思
想
を

明
ら
か
に
し
、『
尚
武
論
』
を
彼
の
生
涯
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
尾
崎
の

言
動
の
変
化
を
指
摘
し
て
き
た
が）

（1
（

、
彼
の
生
涯
に
お
け
る
『
尚
武
論
』
を
本
稿
で
位
置
付
け
る
。

　

な
お
本
稿
で
は
、
大
正
後
期
に
平
凡
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
尾
﨑マ

マ

行
雄
全
集
』
を
『
旧
全
集
』、
尾
㟢マ

マ

行
雄
『
尚
武
論　

全
』（
新

潟
新
聞
社
、
明
治
十
三
年
十
二
月
）
を
『
初
版
』、
尾
﨑マ

マ

行
雄
『
再
版　

尚
武
論　

全
』（
集
成
社
書
店
、
明
治
二
十
年
十
月
）
を
『
再

版
』
と
表
記
す
る
。
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二　

新
潟
時
代
の
尾
崎

　

本
章
で
明
治
十
二
年
十
月
か
ら
同
十
四
七
月
ま
で
の
尾
崎
の
新
潟
県
に
お
け
る
言
論
以
外
の
活
動
を
分
析
す
る
が
、
そ
の
前
に
当

該
期
の
日
本
国
内
あ
る
い
は
新
潟
県
内
の
状
況
や
『
新
潟
』
の
概
況
を
述
べ
る
。

　

明
治
十
年
代
前
半
に
お
け
る
日
本
政
治
の
課
題
は
、
国
会
開
設
問
題
と
条
約
改
正
問
題
で
あ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
代
の
日
本
は
農

民
八
割
社
会
で
あ
り
、
新
聞
に
よ
り
政
治
論
や
政
界
情
報
が
豪
農
商
知
識
人
に
流
布
し
、
遊
説
が
豪
農
商
知
識
人
を
中
央
政
界
・
政

客
に
結
び
付
け
、
府
県
会
も
豪
農
商
知
識
人
を
政
治
運
動
に
向
か
わ
せ
た
と
い
う）

（（
（

。
つ
ま
り
尾
崎
が
新
潟
県
で
活
動
し
た
時
代
は
、

新
聞
や
遊
説
、
府
県
会
が
豪
農
商
知
識
人
を
日
本
政
治
に
直
結
さ
せ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
新
潟
県
内
の
政
治
情
勢
を
み
る
。
明
治
十
（
一
八
七
七
）
年
頃
か
ら
、
新
潟
県
で
自
由
民
権
思
想
が
擡
頭
し
た
。
当
時
同
県

で
最
も
自
由
民
権
思
想
が
進
ん
で
い
た
の
が
上
越
地
方
で
あ
り
、
政
談
集
会
に
よ
り
民
権
思
想
が
鼓
吹
さ
れ
、
中
越
・
下
越
・
佐
渡

地
方
へ
と
広
が
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年
か
ら
同
十
二
年
に
か
け
、『
新
潟
』
に
国
会
開
設
を
求
め
る
意
見

が
再
三
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
十
二
年
八
月
、
千
葉
県
県
会
議
員
桜
井
静
の
勧
誘
に
対
し
、
下
越
の
山
際
七
司
、

上
越
の
小
山
宋
四
郎
が
応
じ
、
新
潟
県
で
国
会
開
設
運
動
が
始
ま
る
。
山
際
ら
地
主
層
は
、
明
治
十
三
年
前
半
頃
ま
で
は
、『
新
潟
』

と
同
紙
に
集
ま
る
都
市
知
識
人
と
か
ら
思
想
的
影
響
を
受
け
て
い
た
。
国
会
開
設
運
動
の
機
は
熟
し
た
と
の
山
際
・
小
山
両
名
の
情

勢
判
断
に
よ
り
、
明
治
十
三
年
四
月
五
日
、
国
会
開
設
懇
望
協
議
会
が
開
催
さ
れ
た
。
出
席
者
は
六
十
名
で
あ
っ
た
が
、
山
際
や
西

潟
為
蔵
等
の
下
越
豪
農
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。
同
年
五
月
十
六
日
の
第
二
回
会
議
で
山
際
と
島
田
茂
と
を
上
京
委
員
に
選
定
し
、

国
会
開
設
懇
望
建
白
書
を
決
定
し
た
。
同
年
七
月
八
日
、
山
際
・
島
田
両
名
は
元
老
院
へ
行
き
建
白
書
を
捧
呈
し
た
が
棚
上
げ
と

な
っ
た
。
明
治
十
三
年
十
一
月
二
十
四
日
、
上
京
委
員
に
選
定
さ
れ
第
二
回
国
会
開
設
請
願
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
山
際
と

渡
辺
腆
と
は
太
政
官
へ
赴
い
た
が
請
願
書
を
受
理
さ
れ
な
か
っ
た
。
同
年
十
二
月
九
日
、
新
潟
県
を
始
め
と
す
る
十
三
県
二
十
五
名
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の
委
員
が
国
会
開
設
請
願
の
た
め
太
政
官
に
集
っ
た
が
、
同
日
、
太
政
官
布
告
第
五
十
三
号
が
公
布
さ
れ
中
央
政
府
に
直
接
陳
情
す

る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
。
十
二
月
十
日
、
十
一
日
、
十
三
日
、
山
際
と
渡
辺
と
は
太
政
官
へ
赴
い
た
が
請
願
書
は
受
理
さ
れ
な

か
っ
た）

（1
（

。
つ
ま
り
尾
崎
が
新
潟
県
に
滞
在
し
た
時
代
は
、
同
県
で
国
会
開
設
運
動
が
始
ま
り
同
運
動
を
『
新
潟
』
が
支
援
し
影
響
を

与
え
て
い
た
こ
と
、
明
治
十
三
年
七
月
以
降
国
会
開
設
請
願
を
元
老
院
・
太
政
官
が
受
け
付
け
な
く
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
『
新
潟
』
の
概
況
を
述
べ
る
。
明
治
十
年
四
月
七
日
に
『
新
潟
』
が
創
刊
さ
れ
た
。
同
紙
は
創
刊
以
来
「
言
論
界
の
大
物
」

を
迎
え
「
全
国
的
な
論
陣
」
を
張
っ
た
点
が
「
異
色
あ
る
も
の
」
と
さ
れ
た
。『
新
潟
』
に
尾
崎
行
雄
あ
り
、『
秋
田
魁
新
報
』
に
犬

養
毅
あ
り
と
並
称
さ
れ
、「
全
国
的
に
威
を
ふ
る
う
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
外
に
も
尾
崎
は
主
筆
以
外
に
新
潟
県
会
指
導
、
商
工
会

振
興
、
地
方
講
演
と
社
会
啓
蒙
に
「
大
き
な
足
跡
」
を
残
し
た）

（1
（

。
ま
た
『
新
潟
』
は
明
治
開
化
期
に
果
た
し
た
役
割
は
計
り
知
れ
な

い
、
自
由
民
権
思
想
の
紹
介
・
伝
播
に
果
た
し
た
「
啓
蒙
的
役
割
は
高
く
評
価
」
で
き
る
、
発
行
部
数
増
加
が
殊
に
著
し
い
新
聞
と

し
て
全
国
の
有
力
地
方
紙
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
に
至
る
、
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
尾
崎
自
身
、
当
時
の
『
新
潟
』
は
「
地
方
新
聞
の

尤
」
と
し
て
大
阪
の
大
新
聞
と
「
対
抗
す
る
程
の
勢
力
」
を
持
っ
て
い
た
の
で
勧
め
ら
れ
る
ま
ま
に
承
諾
し
た
、
と
回
顧
し
て
い
る）

（1
（

。

『
新
潟
』
は
「
啓
蒙
的
役
割
」
を
果
た
し
た
地
方
有
力
紙
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
尾
崎
が
主
筆
を
務
め
た
時
代
の
『
新
潟
』
を
み
る
。
尾
崎
が
主
筆
に
就
任
し
た
明
治
十
二
年
は
、『
新
潟
』
に
と
り
飛
躍
へ

の
「
節
目
の
年
」
で
あ
っ
た
。
明
治
十
一
年
四
月
九
日
の
社
説
欄
創
設
以
来
七
割
以
上
を
執
筆
し
て
き
た
藤
田
九
二
が
辞
し
、
福
澤

諭
吉
の
推
薦
を
受
け
た
古
渡
資
秀
が
五
月
二
十
三
日
に
主
筆
就
任
、
社
説
で
県
民
に
積
極
性
を
求
め
る
だ
け
で
な
く
、
企
業
や
商
法

会
議
所
の
設
立
、
コ
レ
ラ
対
策
を
主
張
し
た
。
し
か
し
古
渡
自
身
が
コ
レ
ラ
で
亡
く
な
り
、
福
澤
の
推
薦
を
受
け
尾
崎
が
主
筆
と
な

る
。
翌
十
三
年
一
月
八
日
の
『
新
潟
』
に
、
千
葉
県
の
桜
井
が
新
潟
県
会
議
長
松
村
文
次
郎
に
送
付
し
た
国
会
開
設
を
求
め
る
会
議

開
催
・
参
加
を
呼
び
掛
け
る
文
書
と
、
そ
れ
を
告
知
す
る
松
村
の
広
告
と
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
小
山
が
十
五
日
に
代
表
者

上
京
を
呼
び
掛
け
る
文
書
を
、
山
際
は
二
十
日
に
国
会
開
設
懇
望
協
議
会
案
を
同
紙
に
掲
載
し
た
。
国
会
開
設
問
題
以
外
に
も
『
新
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潟
』
に
は
、
明
治
十
二
年
一
月
七
日
に
、
日
本
人
に
よ
る
直
輸
出
を
求
め
る
福
澤
の
文
章
が
、
同
月
十
四
日
か
ら
十
回
に
亘
り
慶
應

義
塾
の
卒
業
生
で
あ
り
、『
新
潟
』
社
友
の
西
脇
悌
二
郎
の
直
輸
出
論
が
掲
載
さ
れ
た
。
六
月
四
日
に
は
古
渡
が
商
法
会
議
所
の
設

立
を
主
張
し
た
。
尾
崎
自
身
も
十
一
月
二
十
日
か
ら
三
回
に
亘
り
商
法
講
習
所
設
置
を
主
張
し
て
い
た）

（1
（

。
つ
ま
り
『
新
潟
』
は
、
国

会
開
設
問
題
や
商
取
引
等
で
県
民
を
啓
蒙
す
る
言
論
活
動
を
し
て
い
た
と
い
え
る
。

　

次
に
、
新
潟
に
お
け
る
言
論
以
外
の
尾
崎
の
活
動
を
み
る
。
尾
崎
は
新
潟
に
赴
任
す
る
に
あ
た
り
福
澤
か
ら
心
得
を
与
え
ら
れ
、

地
方
人
士
の
知
識
開
発
、
す
な
わ
ち
新
聞
に
執
筆
す
る
だ
け
で
な
く
演
説
会
を
開
き
、
商
事
思
想
を
注
入
し
、
県
会
指
導
を
す
る
こ

と
の
四
点
を
求
め
ら
れ
て
い
た）

（1
（

。
以
下
字
数
制
限
上
、
演
説
会
の
み
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　

尾
崎
の
新
潟
県
に
お
け
る
演
説
に
関
し
、
明
治
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
に
発
行
さ
れ
た
『
新
潟
』
第
一
万
号
の
中
で
次
の
よ
う

に
言
わ
れ
て
い
る
。
尾
崎
が
主
筆
と
し
て
来
て
か
ら
演
説
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
が
新
潟
県
で
の
演
説
の
始
ま
り
で
あ
る
、
亀
田
の
主

だ
っ
た
人
々
が
尾
崎
を
招
き
通
俗
教
育
演
説
会
を
行
っ
た
が
、
こ
れ
が
亀
田
に
お
け
る
最
初
の
演
説
会
で
あ
る）

（1
（

。
尾
崎
が
新
潟
県
に

赴
任
し
て
か
ら
、
同
県
に
お
い
て
演
説
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

明
治
十
三
年
一
月
二
十
七
日
、
第
一
回
新
潟
演
説
会
が
開
催
さ
れ
た）

（1
（

。
表
1
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
爾
後
、
ほ
ぼ
毎
月
十
日
と
二

十
五
日
と
の
月
二
回
、
定
例
会
が
開
催
さ
れ
た）

11
（

。
尾
崎
の
演
説
は
主
と
し
て
新
潟
演
説
会
で
行
わ
れ
た
が
、
同
年
二
月
に
は
黒
川
で

行
わ
れ
た
。
そ
の
模
様
を
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
新
潟
県
に
来
て
か
ら
文
章
に
よ
り
演
説
会
の
効
能
を
説
い
た
が
、
時
勢
の
到

ら
な
い
た
め
か
数
か
月
発
会
す
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
黒
川
の
有
志
が
演
説
社
を
作
り
、
二
月
十
五
日
に
黒
川
演
説
会
を
発

会
す
る
運
び
と
な
り
、
知
人
の
高
松
卯
太
郎
に
促
さ
れ
参
加
し
た
。
演
説
は
自
分
の
「
短
所
中
の
短
所
」
だ
が
、
文
化
を
開
く
の
に

大
功
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
し
き
り
に
主
張
し
て
き
た
の
で
辞
退
す
る
理
由
も
な
く
参
加
し
た）

1（
（

。
演
説
の
必
要
性
を
説

き
続
け
、
つ
い
に
黒
川
で
演
説
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
演
説
は
「
短
所
中
の
短
所
」
で
あ
り
な
が
ら
尾
崎
は
参
加
す
る
こ
と

に
し
た
と
い
う
。
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表 1　尾崎演説一覧

『新潟』明治 12 年 10 月 1 日～明治 14 年 （ 月 （1 日より作成。
（注 1 ）「社説　安心楽命説」（『新潟』明治 1（ 年 2 月 17 日）の冒頭に、1 月 27

日に新潟演説会で自分が演述した文章である旨が記されている。
（注 2 ）本来 2 月 2 月 25 日の定例演説会を繰り上げて 2 月 19 日に行われた

（『新潟』明治 1（ 年 2 月 19 日）。
（注 （ ）夜 10 時を過ぎたため尾崎の演説は次回に回された（『新潟』明治 1（ 年

4 月 1（ 日）。

年月日 場所 タイトル

明治 1（ 年   1 月 27 日 新潟演説会 安心楽命説（注 1）

明治 1（ 年   2 月 10 日 新潟演説会 散財ハ積財ヨリ難シ

明治 1（ 年   2 月 19 日（注 2） 新潟演説会 未定

明治 1（ 年   （ 月 10 日 新潟演説会 尚武論

明治 1（ 年   （ 月 25 日 新潟演説会 尚武論

明治 1（ 年   4 月 10 日 新潟演説会 尚武論（注 （）

明治 1（ 年   4 月 25 日 新潟演説会 心之食物

明治 1（ 年   5 月   （ 日 新発田演説会

明治 1（ 年   5 月   9 日 中条町演説会

明治 1（ 年   5 月   9 日 黒川町演説会

明治 1（ 年   5 月 10 日 新潟演説会 文明論

明治 1（ 年   5 月 25 日 新潟演説会 開化ノ弊

明治 1（ 年   （ 月 10 日 新潟演説会 兵学論

明治 1（ 年   （ 月 25 日 新潟演説会 兵学論

明治 1（ 年   9 月 11 日 亀田演説会

明治 1（ 年 10 月 1（ 日 水原演説会 弊説

明治 1（ 年 11 月 27 日 水原演説会 兵学論

明治 14 年   2 月 19 日 新潟演説会 譏誉論

明治 14 年   （ 月 10 日 新潟演説会 兵学論

明治 14 年   （ 月 25 日 新潟演説会 兵学論

明治 14 年   4 月 10 日 新潟演説会 兵学論

明治 14 年   4 月 25 日 新潟演説会 日本人種改良論

明治 14 年   5 月 14 日 南蒲原郡教育演説会

明治 14 年   5 月 25 日 新潟演説会 男女同権論
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続
け
て
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
二
月
十
五
日
、
演
説
の
前
に
黒
川
の
士
族
の
状
態
や
民
度
を
尋
ね
た
。
参
加
者
は
約
二
百

名
で
あ
り
、
演
説
終
了
後
に
演
説
を
求
め
ら
れ
再
び
演
説
を
し
た
。
二
月
十
七
日
、
新
潟
市
に
戻
る
途
中
、
中
条
か
ら
来
た
人
に
、

中
条
で
も
演
説
会
を
起
こ
す
計
画
が
あ
り
有
志
者
が
数
十
名
に
及
ぶ
が
方
法
が
分
か
ら
な
い
の
で
尾
崎
先
生
の
指
示
を
得
て
来
月
に

は
発
会
し
た
い
、
と
頼
ま
れ
中
条
へ
行
っ
た
。
午
後
六
時
に
有
志
の
み
を
集
め
、
一
般
の
傍
聴
を
禁
じ
演
説
会
を
起
こ
す
方
法
・
手

順
や
、
演
説
法
を
教
え
た
。
中
条
は
商
業
に
よ
り
成
っ
て
お
り
性
質
が
浮
薄
で
進
取
の
気
力
に
乏
し
く
、
黒
川
に
先
を
越
さ
れ
た
。

自
分
が
常
に
「
士
族
の
気
風
を
称
揚
」
し
商
人
気
質
を
賤
し
む
の
も
理
由
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
有
志
者
が
人
民
を
覚
醒
さ
せ
れ
ば

他
日
成
功
す
る
か
も
し
れ
な
い）

11
（

。
当
時
の
新
潟
県
に
お
け
る
演
説
へ
の
熱
意
が
う
か
が
わ
れ
る
随
筆
で
あ
る
が
、
新
潟
県
に
お
け
る

演
説
の
先
覚
者
と
し
て
の
尾
崎
へ
の
期
待
が
分
か
る
と
と
も
に
、
尾
崎
が
民
情
を
探
り
、「
士
族
の
気
風
」
を
評
価
し
商
人
気
質
を

賤
し
む
と
す
る
言
動
は
、
後
述
す
る
志
気
振
作
論
や
尚
武
論
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
章
よ
り
、
新
潟
在
住
時
の
尾
崎
は
福
澤
の
教
え
に
基
づ
き
、
地
方
に
お
け
る
啓
蒙
活
動
、
す
な
わ
ち
県
会
指
導
、
商
事
思
想
の

注
入
、
演
説
会
実
施
を
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
次
章
で
は
地
方
に
お
け
る
啓
蒙
活
動
、
す
な
わ
ち
『
新
潟
』
に
お
け
る
尾
崎
の
文

筆
活
動
を
み
る
。

三　
『
新
潟
』
に
お
け
る
尾
崎
の
主
張

　

尾
崎
は
明
治
十
二
年
十
月
四
日
に
新
潟
に
来
県
し）

11
（

、
約
一
週
間
後
に
「
公
人
と
し
て
の
第
一
歩
」
で
あ
る
主
筆
と
し
て
の
所
信
を
、

二
日
連
続
署
名
入
り
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
新
潟
県
の
民
情
・
県
治
を
詳
細
に
は
知
ら
な
い
た
め
、
常
に
抱
く
目
途
を
述
べ
る
。

「
日
本
ノ
元
気
」
は
北
方
越
後
に
あ
り
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
自
分
の
希
望
で
あ
る）

11
（

。
文
化
・
進
歩
は
南
方
に
始
ま
り
北
方
は
そ
の
成

果
を
守
り
、
日
本
で
も
文
化
は
南
方
か
ら
始
ま
り
北
方
が
そ
の
成
果
を
守
る
。
前
稿
で
「
日
本
ノ
元
気
」
は
北
方
越
後
に
あ
り
と
い
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わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
と
言
っ
た
の
も
空
望
で
は
な
い
。
難
渋
な
文
章
は
避
け
「
簡
易
ノ
文
章
」
を
用
い
る）

11
（

。

　

右
の
所
信
よ
り
尾
崎
は
、
社
説
に
お
け
る
簡
易
な
言
論
に
よ
り
新
潟
県
民
の
知
識
見
聞
を
広
め
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
新
潟
県
民

の
啓
蒙
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
、
新
潟
に
「
日
本
ノ
元
気
」
あ
り
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
事
実

『
新
潟
』
に
お
け
る
尾
崎
の
主
張
は
、
福
澤
の
教
え
に
基
づ
い
た
新
潟
県
民
の
啓
蒙
を
目
的
と
す
る
啓
蒙
論
と
、
元
気
を
求
め
る
志

気
振
作
論
と
に
大
別
で
き
る
。「
公
人
と
し
て
の
第
一
歩
」
で
あ
る
主
筆
と
し
て
署
名
入
り
で
、
啓
蒙
と
志
気
振
作
と
を
所
信
と
し

た
の
で
あ
る
。
以
下
両
論
を
み
る
。

　

啓
蒙
論
は
、
さ
ら
に
開
化
・
教
化
論
、
新
潟
県
会
論
、
国
政
論
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
字
数
制
限
上
国
政
論
の
み
に
つ
い

て
み
る
。
例
え
ば
新
潟
県
を
去
る
明
治
十
四
年
初
頭
の
社
説
の
中
で
次
の
よ
う
に
尾
崎
は
い
う
。
日
本
の
政
治
外
交
は
「
人
心
ニ
背

馳
シ
世
潮
ノ
趣
ク
所
ニ
逆
ヒ
」、「
不
時
ノ
変
動
」
も
起
こ
り
か
ね
な
い
。
国
会
開
設
論
者
は
政
府
が
国
会
を
開
設
し
な
い
こ
と
を
恨

む
。
昨
年
は
集
会
条
例
や
新
聞
紙
条
例
に
よ
り
言
論
の
自
由
が
制
限
さ
れ
、
今
年
も
同
様
な
ら
人
民
の
不
幸
は
極
ま
る
。
こ
の
外
に

も
露
清
両
国
の
対
立
が
あ
り
、
紙
幣
が
下
落
し
て
い
る
。
憂
国
者
は
安
眠
で
き
な
い）

11
（

。
国
内
に
お
け
る
国
会
が
開
設
さ
れ
な
い
こ
と

へ
の
不
満
、
言
論
の
自
由
へ
の
制
限
や
紙
幣
下
落
、
国
外
に
お
け
る
露
清
両
国
の
対
立
と
い
っ
た
人
心
・
世
潮
に
逆
ら
う
政
治
外
交

へ
の
不
満
を
、
年
頭
に
述
べ
た
尾
崎
で
あ
っ
た
が
、
仕
官
約
一
月
前
に
は
一
転
し
て
政
府
へ
の
理
解
を
示
す
主
張
を
展
開
し
た
。
す

な
わ
ち
、
新
聞
紙
条
例
の
要
旨
は
粗
暴
論
者
が
国
安
を
妨
げ
る
こ
と
を
制
す
る
だ
け
で
あ
り
苛
酷
な
箇
条
は
な
く
、「
真
成
愛
国
ノ

論
者
」
に
と
り
有
用
な
条
例
で
あ
る
。
集
会
条
例
に
よ
り
日
本
に
お
け
る
演
説
は
政
談
演
説
が
増
え
、
日
本
人
民
の
政
治
思
想
を
涌

起
さ
せ
た
。
日
本
政
府
は
圧
制
で
も
自
由
で
も
な
く
、
そ
の
「
中
道
ヲ
行
ク
者
」
で
あ
る）

11
（

。

　

か
よ
う
に
仕
官
一
か
月
前
、
明
治
政
府
へ
の
評
価
を
好
転
さ
せ
た
尾
崎
で
あ
る
が
、
彼
の
国
政
論
の
大
半
は
国
会
開
設
に
関
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
新
潟
に
赴
任
し
た
明
治
十
二
年
末
に
は
、
次
の
よ
う
に
一
年
を
回
顧
し
た
。
国
外
で
は
条
約
改
正
や
沖
縄
を
巡
る

日
清
両
国
の
紛
擾
が
あ
り
、
国
内
で
は
府
県
会
や
国
会
開
設
等
の
問
題
が
あ
っ
た
。
府
県
会
開
設
に
よ
る
参
政
権
の
人
民
へ
の
分
与
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に
よ
り
、
世
人
は
益
々
国
会
開
設
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
民
が
府
県
会
と
い
う
堂
に
入
っ
た
以
上
国
会
と
い
う
室
に
入
ろ

う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
欲
望
が
遂
げ
ら
れ
る
の
は
遠
く
な
い）

11
（

。

　

明
治
十
二
年
末
に
は
国
会
開
設
へ
の
希
望
を
述
べ
た
尾
崎
で
あ
る
が
、
翌
十
三
年
春
ま
で
は
か
よ
う
な
希
望
が
続
い
た
。
同
年
一

月
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
国
会
開
設
を
求
め
る
「
勢
威
焔
々
将
ニ
全
国
ヲ
風
靡
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
有
様
」
で
あ
る
。
全
国
の
志
あ
る

者
が
同
盟
し
て
政
府
に
請
願
す
べ
き
で
あ
る
。「
今
日
ノ
時
機
」
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
新
潟
県
人
は
気
候
に
よ
り
因
循
姑
息
で

あ
る
が
、
山
際
・
小
山
両
氏
は
奮
っ
て
国
会
開
設
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
た
だ
し
煽
動
に
な
る
と
、「
下
民
」
の
願
い
で
は
な
い
か

と
疑
わ
れ
る
の
で
得
策
で
は
な
い）

11
（

。

　

国
会
開
設
懇
望
協
議
会
が
開
か
れ
た
明
治
十
三
年
四
月
に
な
る
と
さ
ら
に
国
会
開
設
へ
の
尾
崎
の
期
待
が
高
ま
る
。「
今
日
ノ
最

大
急
務
」
は
国
会
開
設
で
あ
る
。
国
会
開
設
の
利
益
は
庶
民
の
政
治
思
想
を
煥
発
す
る
こ
と
と
、
有
志
者
の
交
際
・
通
信
を
開
く
こ

と
と
で
あ
る）

11
（

。
国
会
開
設
懇
望
協
議
会
初
日
に
は
尾
崎
は
次
の
よ
う
な
演
説
を
し
た
。
民
智
の
発
達
に
よ
り
国
会
請
願
に
至
っ
た
。

国
会
開
設
の
「
時
機
既
ニ
至
レ
ル
」。
国
会
開
設
に
備
え
政
府
メ
ン
バ
ー
を
強
化
し
た
の
は
そ
の
証
拠
で
あ
る）

1（
（

。

　

か
よ
う
に
国
会
開
設
を
「
最
大
急
務
」
と
し
た
尾
崎
は
、
前
述
の
如
く
請
願
が
受
け
付
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
明
治
十
三
年
夏
に
な

る
と
、
国
会
開
設
へ
の
希
望
を
次
の
よ
う
に
一
転
さ
せ
る
。
全
国
で
国
会
論
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
中
に
は
自
分
の
不

平
の
為
、
あ
る
い
は
世
に
雷
同
し
、
ま
た
は
名
を
売
る
た
め
に
国
会
論
を
主
張
す
る
も
の
が
あ
る
。
政
府
か
ら
手
続
き
方
法
、
性
質

を
聞
か
れ
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
懇
望
者
が
お
り
、
こ
う
し
た
民
間
有
志
者
が
国
会
の
体
面
を
傷
つ
け
る
こ
と
が
大
き
い
。
自
分
が
憤

懣
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
国
会
論
者
で
あ
る
。
太
政
官
・
元
老
院
吏
員
が
国
会
懇
望
者
を
小
児
視
す
る
の
は
さ
も
あ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
が
国
会
懇
望
者
を
憤
激
さ
せ
る
の
は
、
彼
ら
の
背
後
に
あ
る
全
国
人
民
を
憤
激
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
得

策
で
は
な
い）

11
（

。
つ
ま
り
尾
崎
は
不
平
・
雷
同
・
売
名
に
基
づ
く
国
会
論
者
を
批
判
し
つ
つ
も
、
国
会
論
者
を
憤
激
さ
せ
る
政
府
へ
の

批
判
も
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
二
日
連
続
で
政
府
の
処
置
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
国
会
請
願
者
へ
の
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措
置
を
怪
し
む
。『
朝
野
新
聞
』
報
道
に
よ
れ
ば
、
山
梨
県
請
願
者
に
対
し
、
太
政
官
も
元
老
院
も
請
願
を
受
理
し
な
か
っ
た
と
い

う
）
11
（

。
長
野
県
請
願
者
の
請
願
書
も
太
政
官
は
受
理
し
な
か
っ
た
。
請
願
者
は
権
理
を
伸
張
し
国
家
の
福
祉
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
り
、

政
府
の
対
応
を
知
る
と
「
憂
国
ノ
涙
」
を
流
さ
せ
る
し
、
こ
れ
に
泣
か
な
い
も
の
は
国
に
対
し
て
不
忠
で
あ
る
。
請
願
権
は
「
人
民

固
有
ノ
権
理
」
で
あ
る
。
詔
に
よ
り
漸
次
立
憲
政
体
を
為
す
こ
と
が
明
示
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
政
府
は
請
願
書
を
受
理
す
べ
き
で
あ

る
）
11
（

。

　

か
よ
う
に
国
会
開
設
へ
の
希
望
か
ら
、
一
転
し
て
国
会
開
設
請
願
者
と
政
府
と
を
批
判
し
た
尾
崎
は
十
一
月
に
は
、
次
の
よ
う
に

請
願
者
の
み
を
批
判
す
る
に
至
る
。
今
年
春
頃
よ
り
国
会
論
者
は
総
代
を
頻
り
に
上
京
さ
せ
元
老
院
に
建
白
さ
せ
太
政
官
に
請
願
さ

せ
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
れ
を
拒
絶
し
て
い
る
。
自
分
は
数
万
人
、
数
千
人
、
数
百
人
を
代
表
す
る
総
代
が
拒
絶
に
対
処
で
き
な
い

で
い
る
こ
と
を
恐
れ
る
。
十
八
・
十
九
世
紀
の
英
国
で
は
、
一
つ
の
こ
と
に
一
万
の
請
願
書
が
あ
り
、
同
国
国
会
は
受
理
し
た）

11
（

。
あ

る
い
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
上
京
委
員
に
堅
忍
不
抜
の
志
が
あ
る
の
か
。
上
京
委
員
は
人
力
車
で
役
所
や
大
臣
宅
に
出
入
す
る
の
で

な
け
れ
ば
、
酒
に
酔
う
な
ど
懶
惰
か
つ
無
気
力
で
あ
り
、
数
通
の
上
書
や
数
回
の
奔
走
で
政
府
を
感
動
さ
せ
ら
れ
る
と
思
う
の
か
。

因
循
姑
息
に
貴
重
な
日
々
を
送
る
だ
け
だ
が
、
英
国
人
民
は
一
つ
の
こ
と
に
四
千
通
の
請
願
書
を
出
し
た
。
日
本
の
国
会
論
者
は
、

国
会
を
知
ら
な
い
愚
民
を
煽
動
し
、
自
分
の
党
派
に
入
れ
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
ず
、
政
府
を
感
動
さ
せ
ら
れ
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。

上
京
委
員
の
懶
惰
を
責
め
、
国
会
論
者
が
益
々
努
力
す
る
こ
と
を
望
む）

11
（

。
懶
惰
や
党
派
性
を
根
拠
に
、
請
願
者
を
批
判
し
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

　

以
上
が
啓
蒙
論
で
あ
る
が
、
次
に
志
気
振
作
論
を
み
る
。
新
潟
に
来
県
し
た
約
一
週
間
後
、
あ
る
い
は
主
筆
と
し
て
の
所
信
を
表

明
し
た
翌
日
の
社
説
で
、
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
新
潟
に
来
て
日
も
浅
い
の
で
新
潟
区
民
だ
け
で
判
断
す
る
と
、
室
内

は
暗
く
冬
に
な
る
と
暗
い
室
内
に
閉
じ
こ
も
り
交
際
が
少
な
く
な
り
、「
頑
固
、
因
循
知
識
未
発
ノ
一
源
」
と
な
っ
て
お
り
、
新
潟

人
民
は
「
実
ニ
奇
快
ノ
人
民
」
で
あ
る）

11
（

。
新
潟
区
民
と
の
限
定
な
が
ら
も
、「
頑
固
、
因
循
」、「
奇
快
」
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
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る
。
来
県
し
た
翌
十
三
年
二
月
に
は
次
の
よ
う
な
認
識
を
示
し
て
い
る
。
気
候
と
生
活
方
法
に
よ
り
人
種
が
生
ま
れ
る
。
越
後
地
方

は
寒
烈
な
気
候
で
家
に
籠
る
た
め
因
循
姑
息
で
あ
り
、
習
慣
に
よ
っ
て
も
因
循
姑
息
で
あ
る
。
た
だ
し
習
慣
に
よ
る
以
上
、
矯
正
で

き
る）

11
（

。
前
年
同
様
因
循
と
い
う
認
識
を
示
し
て
い
る
が
、
矯
正
の
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

因
循
と
い
う
認
識
は
、
新
潟
県
民
に
対
す
る
批
判
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
尾
崎
は
明
治
十
二
年
十
一
月
、「
社
説　

新
潟
県
会
ノ

評
判
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
新
潟
県
会
は
守
成
・
穏
当
で
あ
る
が
、
世
人
も
守
成
・
穏
当
で
進
取
果
断
へ
の
信
用
を
失
っ

て
い
る
こ
と
を
悲
し
む
べ
き
で
あ
り
、
進
取
果
断
で
な
い
と
欧
米
の
侵
略
を
防
げ
な
い）

11
（

。
三
日
後
に
同
じ
標
題
で
次
の
よ
う
に
も
述

べ
て
い
る
。
日
本
人
は
守
成
・
穏
当
で
あ
り
因
循
姑
息
で
あ
り
、
淹
滞
不
動
と
な
っ
て
い
る
。
新
潟
県
会
は
守
成
穏
当
を
通
り
過
ぎ

「
因
循
姑
息
ノ
萌
芽
」
を
呈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
守
成
・
穏
当
に
欺
か
れ
ず
進
取
果
断
を
利
用
し
興
す
べ
き
も
の
を
興
せ
ば
、
新

潟
県
会
は
上
等
・
卓
絶
と
称
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
く
な
い）

11
（

。
新
潟
県
に
赴
任
し
た
翌
月
の
段
階
で
、「
新
潟
県
会
ノ
評
判
」
と
題
す

る
社
説
で
新
潟
県
会
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
を
因
循
姑
息
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
矯
正
の
可
能
性
に
言
及
し
て
い
た
尾
崎
は
、
明
治
十
三
年
九
月
に
な
る
と
、
因
循
姑
息
な
日
本
人
へ
の
対
策
を
述

べ
る
に
至
る
。
三
日
連
続
で
掲
載
さ
れ
た
「
社
説　

元
気
振
作
論
」
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
国
が
国
で

あ
り
う
る
の
は
人
が
い
る
か
ら
で
あ
り
、
人
が
人
で
あ
り
う
る
の
は
、
元
気
が
あ
る
か
ら
で
あ
る）

1（
（

。
元
気
が
衰
え
れ
ば
国
家
は
滅
び
、

元
気
が
盛
ん
に
な
れ
ば
国
家
は
興
る
。
元
気
の
な
い
国
が
虎
視
耽
々
た
る
世
界
に
立
つ
の
で
条
約
改
正
が
困
難
な
の
は
当
然
で
あ
る
。

愛
国
者
が
努
め
る
べ
き
こ
と
は
元
気
を
振
作
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る）

11
（

。
戊
辰
戦
乱
後
は
元
気
が
強
壮
で
あ
っ
た
。
元
気
振
作
法
は
小

学
教
育
に
よ
る
し
か
な
く
、
児
童
の
活
発
な
精
神
を
拘
束
す
べ
き
で
な
い）

11
（

。
次
章
で
述
べ
る
尚
武
論
と
似
た
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い

る
。

　

明
治
十
三
年
十
月
に
は
志
気
振
作
に
つ
い
て
「
社
説　

帯
剣
論
」
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
自
分
が
帯
刀
を
求
め
る
理
由
は
、
第
一

に
国
家
が
隆
盛
を
期
し
人
民
に
自
立
心
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
。
帯
刀
に
よ
り
、
人
民
の
志
気
を
振
作
し
自
立
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
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第
二
に
現
在
は
「
禽
獣
世
界
」
で
あ
り
強
い
腕
力
と
活
発
な
志
気
を
有
さ
な
い
と
世
界
に
対
応
で
き
な
い
。
西
洋
諸
国
は
武
に
よ
り

体
力
を
強
化
し
て
い
る
。
多
数
兵
学
校
が
あ
り
、
小
学
校
に
お
い
て
操
銃
を
教
え
て
お
り
、
米
国
で
は
農
学
校
に
兵
学
課
が
あ
る
。

競
舟
、
ボ
ク
シ
ン
グ
等
に
よ
り
心
身
を
強
化
し
て
い
る
。
強
い
体
力
と
勇
壮
な
志
気
が
な
い
と
「
禽
獣
世
界
」
に
対
応
で
き
な
い
こ

と
を
知
る
も
の
は
帯
刀
を
勧
め
る
筈
で
あ
る
。
政
府
が
帯
刀
を
人
民
の
自
由
に
す
れ
ば
人
民
の
志
気
は
振
い
、
依
頼
心
が
減
少
し
柔

弱
の
風
は
去
る
。
日
本
は
、
税
・
法
権
を
回
復
し
富
強
国
と
な
る）

11
（

。
廃
刀
令
は
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
に
出
さ
れ
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
同
社
説
は
廃
刀
令
自
体
を
批
判
す
る
こ
と
よ
り
も
、
志
気
振
作
の
方
便
と
し
て
の
主
張
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

　

本
章
よ
り
尾
崎
の
言
論
は
、『
新
潟
』
主
筆
と
し
て
の
所
信
の
と
お
り
、
啓
蒙
論
と
志
気
振
作
論
と
に
二
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か
る
。
ま
た
志
気
振
作
論
は
次
章
で
述
べ
る
尚
武
論
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

四　

尾
崎
の
尚
武
論

　

著
作
『
尚
武
論
』
の
章
立
て
は
、
同
書
目
次
に
よ
れ
ば
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
章　

総
論

第
二
章　

文
弊

第
三
章　

文
徳

第
四
章　

武
弊

第
五
章　

武
徳

第
六
章　

内
勢
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第
七
章　

外
勢

第
八
章　

尚
武

第
九
章　

法
策

第
十
章　

国
家
興
亡
之
常
勢

　
『
新
潟
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
連
の
「
尚
武
論
」
に
関
す
る
社
説
は
、
日
付
順
に
示
す
と
表
2
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

著
作
『
尚
武
論
』
と
『
新
潟
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
連
の
社
説
と
を
比
較
す
る
と
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
単
行
本
の
「
第
八
章　

尚
武
」
に
相
当
す
る
社
説
は
、
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

・「
尚
武
論
抄
録
」
は
「
抄
録
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
単
行
本
と
相
違
は
な
い
。

・「
尚
武
餘
論
」
と
「
尚
武
論
ノ
質
疑
ニ
答
フ
」
と
は
、
単
行
本
に
存
在
し
な
い
。

・「
尚
武
論
抜
萃
」
は
「
抜
萃
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
単
行
本
と
相
違
は
な
い
。

・「
尚
武
論　

第
二
章　

文
弊
」
は
、
筆
者
が
み
た
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
新
潟
』）

11
（

に
は
『
新
潟
』
明
治
十
三
年
三
月
三
十

一
日
付
が
存
在
し
な
い
た
め）

11
（

、
同
上
紙
に
掲
載
さ
れ
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

・
尾
崎
は
明
治
十
四
年
七
月
十
四
日
に
上
京
し
た
と
さ
れ
て
お
り）

11
（

、
七
月
二
十
一
日
分
以
降
は
尾
崎
が
『
新
潟
』
主
筆
を
離
任

し
て
か
ら
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

・
七
月
三
十
日
付
社
説
の
冒
頭
に
、「
左
ノ
論
文
ハ
前
総
理
尾
崎
行
雄
ガ
嘗
テ
稿
ス
ル
所
ノ
尚
武
論
ノ
抜
萃
ナ
リ
今
之
ヲ
写
シ

テ
社
説
欄
内
ニ
揚
ク　

編
者
識
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
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表 2　社説尚武論一覧

『新潟』明治 12 年 10 月 1 日～明治 14 年 （ 月 （1 日より作成

社説題名 年月日

尚武論　第一章　惣
ママ

論 明治 1（ 年 （ 月 （0 日

尚武論　第三章　文徳 明治 1（ 年 4 月   1 日

尚武論　第四章　武弊 明治 1（ 年 4 月   2 日

尚武論　第四章　武弊（昨日ノ続キ） 明治 1（ 年 4 月   （ 日

尚武論　第五章　武徳 明治 1（ 年 4 月   （ 日

尚武論　第五章　武徳（昨日ノ続キ） 明治 1（ 年 4 月   （ 日

尚武論抄録　内勢篇 明治 1（ 年 7 月   （ 日

尚武論抄録　内勢篇　（昨日ノ続キ） 明治 1（ 年 7 月   4 日

尚武論抄録　外勢篇 明治 1（ 年 7 月 1（ 日

尚武論抄録　外勢篇　（昨日ノ続キ） 明治 1（ 年 7 月 14 日

尚武餘論 明治 14 年 1 月 20 日

尚武餘論　（続稿） 明治 14 年 1 月 21 日

尚武餘論　（続稿） 明治 14 年 1 月 22 日

尚武餘論　（続稿） 明治 14 年 1 月 2（ 日

尚武論ノ質疑ニ答フ　上篇 明治 14 年 2 月   4 日

尚武論ノ質疑ニ答フ　中篇 明治 14 年 2 月   5 日

尚武論ノ質疑ニ答フ　下篇 明治 14 年 2 月   （ 日

尚武論抜萃国家興亡之常勢 明治 14 年 7 月 20 日

尚武論抜粋　国家興亡之常勢　（続稿） 明治 14 年 7 月 21 日

尚武論抜萃　国家興亡之常勢（続稿） 明治 14 年 7 月 22 日

尚武論抜萃　尚武法策 明治 14 年 7 月 （0 日

尚武論抜萃　尚武法策　（前号ノ続） 明治 14 年 7 月 （1 日

尚武論抜萃　（尚武法策）　（前号ノ続キ） 明治 14 年 （ 月   （ 日

尚武論抜萃　尚武法策　（前号ノ続） 明治 14 年 （ 月   9 日

尚武論抜萃　尚武法策　（前号ノ続） 明治 14 年 （ 月 14 日
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以
下
『
尚
武
論
』
を
検
討
す
る
が
、『
初
版
』
と
『
再
版
』
と
は
後
述
す
る
よ
う
な
差
異
が
あ
る
も
の
の
内
容
に
大
差
は
な
い
こ

と
、
筆
者
が
閲
覧
し
た
『
初
版
』
に
は
「
第
四
章　

武
弊
」
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と）

11
（

、『
新
潟
』
に
掲
載
さ
れ
た
一
連
の
「
尚
武
論
」

に
関
す
る
社
説
と
『
再
版
』
と
は
内
容
に
大
差
は
な
い
こ
と
よ
り
、『
再
版
』
に
基
づ
く
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
「
緒
言
」
は
、『
初

版
』
の
も
の
を
み
る
。

　

最
初
に
、『
尚
武
論
』
執
筆
状
況
を
知
る
た
め
、
明
治
十
四
年
二
月
の
「
尚
武
論
ノ
質
疑
ニ
答
フ
」
を
検
討
す
る
。
五
日
、
六
日

の
中
・
下
篇
は
尚
武
の
必
要
性
に
関
す
る
質
疑
（
乙
、
丙
）
と
そ
れ
へ
の
回
答
と
で
あ
る
為
、
上
篇
の
み
を
分
析
す
る
。
尾
崎
は
い

う
。
痛
憤
鬱
屈
し
て
い
る
際
に
『
初
版
』
は
成
っ
た
た
め
主
張
が
偏
僻
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
、
そ
の
数
章
を
新
聞
に
掲
載
し
た
が
反

論
は
な
く
、
数
通
の
質
疑
が
あ
り
、
例
え
ば
「
今
日
ノ
最
大
急
務
」
で
あ
る
国
会
開
設
を
後
回
し
に
し
て
外
邦
の
凌
辱
や
内
勢
の
危

急
を
救
え
る
の
か
と
い
う
質
疑
が
あ
っ
た
。
国
会
開
設
よ
り
「
大
ナ
ル
者
ト
ハ
何
ソ
尚
武
是
ノ
ミ
」。
国
会
を
開
設
し
人
民
が
参
政

権
理
を
伸
ば
し
て
も
外
邦
が
虎
狼
の
邪
欲
を
擅
に
す
れ
ば
ど
う
や
っ
て
国
土
を
守
る
の
か
（
四
日
）。
痛
憤
鬱
屈
の
際
に
『
初
版
』

を
執
筆
し
た
こ
と
、「
今
日
ノ
最
大
急
務
」
で
あ
る
国
会
開
設
よ
り
尚
武
が
「
大
ナ
ル
者
」
で
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、

『
初
版
』
完
成
後
に
出
版
せ
ず
、
ま
ず
数
章
を
新
聞
に
掲
載
し
、
い
わ
ば
瀬
踏
み
を
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　

次
に
『
初
版
』
緒
言
を
み
る
。
明
治
十
三
年
五
月
に
記
さ
れ
た
「
緒
言
」
で
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
今
や
国
会
開
設
論
は
全

国
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
自
分
は
「
世
潮
ノ
流
勢
」
に
逆
ら
い
世
の
人
々
の
注
意
を
促
す
。
国
会
開
設
は
急
務
で
な
い
わ
け
で
は

な
い
が
、
こ
れ
よ
り
さ
ら
に
大
き
な
「
天
下
ノ
大
計
」
が
あ
る
。
日
本
内
外
の
情
勢
は
危
う
い
が
、
こ
れ
を
救
う
の
は
武
を
尚
び
柔

弱
な
気
風
を
掃
蕩
す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
会
開
設
は
国
家
の
強
弱
に
与
か
り
は
し
な
い
。
人
民
が
柔
弱
な
ま
ま
で
は
民
権
は
僅
か
に

伸
び
て
も
国
権
が
即
座
に
挫
折
す
る
惧
れ
が
な
い
と
は
言
え
ず
、
こ
れ
は
自
分
が
武
を
尚
び
柔
弱
な
弊
習
を
掃
蕩
す
る
こ
と
を
「
方

今
ノ
最
大
急
務
」
と
す
る
理
由
で
あ
る
。
国
会
を
不
可
・
不
急
と
す
る
の
で
は
な
く
「
尚
武
ノ
一
層
急
務
」
で
あ
る
こ
と
を
言
い
た

い
だ
け
で
あ
る
。
国
会
開
設
を
急
務
と
す
る
の
は
「
今
日
ノ
輿
論
」
で
あ
り
、
尚
武
を
求
め
る
意
見
は
少
数
で
あ
り
、
こ
の
点
も
自
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分
が
尚
武
を
急
務
と
す
る
理
由
で
あ
る
（
一
―

三
頁
）。「
緒
言
」
で
も
尾
崎
は
国
会
開
設
を
「
世
潮
ノ
流
勢
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め

な
が
ら
も
、
尚
武
を
「
天
下
の
大
計
」、「
最
大
急
務
」、「
一
層
急
務
」
と
見
な
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
『
再
版
』
の
本
論
を
み
る
。「
第
一
章　

総
論
」
で
国
家
が
尚
ぶ
べ
き
も
の
は
文
か
武
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
で
あ
る
か
は
時

勢
や
国
に
よ
り
違
う
と
指
摘
し
（
三
頁
）、「
第
二
章　

文
弊
」、「
第
三
章　

文
徳
」、「
第
四
章　

武
弊
」、「
第
五
章　

武
徳
」
で
、

文
と
武
と
の
長
短
所
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
第
六
章
以
降
で
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

　
「
第
六
章　

内
場マ

マ

」
で
は
、
徳
川
二
百
七
十
年
が
柔
弱
で
あ
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、
幕
末
に
柔
弱
の
「
弊
風
」
を
掃
蕩
し
て
王
政

復
古
と
な
っ
た
、
前
代
未
聞
の
文
明
化
を
し
な
が
ら
外
国
の
制
度
風
俗
に
心
酔
し
徳
川
時
代
の
世
態
を
明
治
に
再
演
し
柔
弱
の
「
悪

弊
」
が
盛
ん
に
な
っ
た
、
と
し
て
い
る
（
三
九
―

四
六
頁
）。
柔
弱
な
内
勢
を
「
弊
風
」、「
悪
弊
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
「
第
七
章　

外
勢
」
で
は
、
国
家
の
安
全
は
国
内
よ
り
国
外
と
関
係
す
る
、
外
交
は
「
禽
獣
ノ
道
」
に
よ
り
行
わ
れ
る
、「
腕
力
是

レ
権
理
」
で
あ
る
た
め
日
本
は
条
約
改
正
に
苦
し
み
各
国
は
軍
備
を
す
る
、「
虎
狼
世
界
」
に
あ
る
も
の
は
こ
れ
に
処
す
る
方
法
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
（
四
九
頁
、
五
四
―

六
頁
、
五
八
頁
）。「
禽
獣
」、「
虎
狼
」
の
「
腕
力
」
に
処
す
べ
き
こ
と

を
求
め
て
い
る
。

　
「
第
八
章　

尚
武
」
で
は
、
内
勢
が
因
循
姑
息
で
あ
り
外
勢
が
「
虎
狼
飽
ク
無
キ
ノ
求
メ
」
を
抱
く
以
上
日
本
も
「
虎
狼
」
た
ら

ん
の
み
で
あ
る
、
日
本
の
武
が
欧
米
の
武
を
圧
す
れ
ば
税
・
法
権
を
回
復
で
き
る
、「
虎
狼
世
界
」
の
中
で
国
威
を
全
う
し
人
民
を

保
護
す
る
方
法
は
武
し
か
な
い
、
内
勢
は
文
弊
に
よ
り
「
国
家
ノ
元
気
」
が
阻
喪
す
る
、
尚
武
は
「
今
日
ノ
最
大
急
務
」
で
あ
る
、

結
論
と
し
て
は
尚
武
に
よ
り
内
憂
外
患
を
掃
い
「
国
家
ノ
隆
盛
」
を
期
す
べ
き
で
あ
る
（
六
一
―

六
頁
、
六
八
―

九
頁
）。
第
一
章
で

文
武
の
何
れ
を
重
視
す
る
か
は
時
勢
や
国
に
よ
り
違
う
と
し
た
尾
崎
は
、
内
外
勢
よ
り
、
現
状
の
日
本
は
尚
武
が
「
最
大
急
務
」
で

あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
。

　
「
第
九
章　

法
策
」
で
は
、
尚
武
に
す
る
た
め
の
五
策
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
歳
入
に
占
め
る
軍
事
費
の
割
合
を
、
現
在
の
六
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分
の
一
か
ら
五
分
の
一
に
上
げ
る
。
第
二
に
小
・
中
・
大
学
に
兵
課
を
設
け
、
操
銃
・
行
軍
を
教
え
る
。
第
三
に
、
剣
道
・
相
撲
・

馬
術
・
競
舟
・
狩
猟
等
の
勇
武
な
遊
戯
を
奨
励
す
る
。
第
四
に
三
国
志
、
水
滸
伝
、
梅
暦
、
八
犬
伝
等
の
歴
史
小
説
に
よ
り
尚
武
を

行
う
。
第
五
に
政
府
に
よ
る
弱
者
保
護
を
減
ら
す
。
尚
武
の
気
風
に
よ
り
税
・
法
権
を
回
復
し
、
他
国
か
ら
の
凌
辱
を
防
ぐ
（
七
二

―

六
頁
、
七
九
―

八
三
頁
、
八
六
―

七
頁
、
九
二
―

四
頁
）。

　
「
第
十
章　

国
家
興
亡
之
常
勢
」
で
は
、
国
内
外
の
歴
史
か
ら
も
尚
武
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
神
武
天
皇
即

位
後
二
千
五
百
有
余
年
、
武
風
が
盛
ん
な
時
は
栄
え
文
弊
が
入
る
と
衰
え
た
。
帝
室
が
兵
権
を
握
っ
て
い
る
時
は
乱
を
抑
え
た
が
、

中
国
大
陸
か
ら
制
度
文
物
が
入
り
文
弊
と
な
り
兵
権
は
下
の
者
に
移
り
、
外
戚
が
威
服
を
弄
し
時
に
「
英
主
賢
臣
」
が
あ
っ
て
も
衰

退
し
た
。
源
、
北
条
、
足
利
、
織
田
、
豊
臣
、
徳
川
が
起
こ
る
も
や
が
て
文
弊
と
な
っ
た
。
徳
川
の
因
循
姑
息
に
志
士
が
憤
激
し
王

政
復
古
と
な
っ
た
。
日
本
だ
け
で
な
く
中
国
や
西
洋
も
同
様
で
あ
り
、
尚
武
以
外
に
な
い
（
九
六
―

一
〇
四
頁
、
一
〇
六
頁
）。

　

次
に
単
行
本
『
尚
武
論
』
に
な
い
「
尚
武
餘
論
」
の
内
容
を
み
る
。
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
日
本
人
に
勇
気
が
な
く
褒
貶
賞

罰
が
な
い
か
ら
尚
武
が
必
要
で
あ
る
。
道
徳
を
改
め
文
明
を
進
め
学
芸
を
研
ぎ
国
栄
を
増
や
そ
う
と
す
る
な
ら
ま
ず
武
を
尚
ば
な
い

と
い
け
な
い
（
二
十
一
日
）。
国
家
の
盛
衰
は
「
人
民
元
気
ノ
振
不
振
」
に
あ
る
。
開
国
以
来
日
本
帝
国
人
民
固
有
の
勇
武
の
気
象

は
全
く
無
く
な
り
、
柔
弱
に
な
り
元
気
を
失
っ
た
。
自
分
が
尚
武
論
を
著
わ
し
た
の
は
、
帝
国
人
民
を
勇
武
に
し
、
毀
誉
に
こ
だ
わ

ら
ず
善
を
賞
し
悪
を
貶
し
日
本
を
富
強
に
趣
か
せ
る
道
を
開
こ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
世
上
の
毀
誉
を
恐
れ
、
公
然
と
尚

武
論
を
褒
貶
す
る
も
の
が
一
人
も
い
な
い
。「
世
潮
ニ
漂
動
」
さ
れ
て
国
会
請
願
を
し
、
人
民
は
志
操
を
確
立
し
て
お
ら
ず
、
大
事

を
為
そ
う
と
し
な
い
。
尚
武
に
よ
り
人
民
の
怯
弱
の
習
を
破
ら
な
い
と
い
け
な
い
（
二
十
三
日
）。
つ
ま
り
怯
弱
を
破
る
だ
け
で
な

く
、
毀
誉
に
こ
だ
わ
ら
な
い
た
め
に
も
尚
武
を
求
め
て
い
る
こ
と
、
毀
誉
を
恐
れ
『
尚
武
論
』
を
褒
貶
す
る
も
の
が
一
人
も
い
な

か
っ
た
た
め
「
尚
武
餘
論
」
を
執
筆
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
国
会
開
設
運
動
を
「
世
潮
ニ
漂
動
」
さ
れ
た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。
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明
治
二
十
（
一
八
八
七
）
年
十
月
、
尾
崎
は
『
再
版
』
を
出
版
す
る
が
、
同
書
を
検
討
す
る
前
に
、
明
治
二
十
年
に
お
け
る
彼
の

言
動
を
み
る
。
同
年
同
月
、
彼
は
『
訂
正　

少
年
論
』
を
出
版
し
て
い
る
。
内
容
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
の
弊
害
は

「
守
成
の
老
気
」
が
跋
扈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
救
う
の
は
少
年
の
「
活
発
敢
為
の
気
象
」
を
注
入
す
る
こ
と
で
あ
る
。

今
日
の
弊
害
は
人
々
が
因
循
姑
息
に
流
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
救
う
の
は
少
年
の
「
慷
慨
激
烈
の
気
象
」
を
注
入
す
る
こ
と
で

あ
る
。
王
政
維
新
は
活
発
な
少
年
に
よ
り
成
っ
た
が
、
今
の
少
年
は
社
会
の
空
気
に
腐
敗
さ
せ
ら
れ
因
循
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
誰
か
が
奮
起
し
て
率
先
す
れ
ば
周
囲
の
者
は
覚
醒
し
「
活
発
敢
為
の
気
象
」
を
振
作
す
る
に
違
い
な
い
。
王
政
維
新
か
ら
今
日

ま
で
の
歴
史
は
「
老
壮
軋
轢
」
の
歴
史
で
あ
る
。
驕
奢
懶
惰
が
社
会
に
流
行
す
る
の
は
前
途
に
望
み
の
な
い
老
人
が
社
会
に
跋
扈
す

る
為
で
あ
り
、
こ
れ
を
矯
正
す
る
の
は
前
途
に
望
み
の
あ
る
少
年
で
あ
る
。
老
人
に
望
む
こ
と
は
因
循
姑
息
を
脱
却
し
「
敢
為
活
発

の
気
象
」
を
振
作
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
出
来
な
い
の
な
ら
勇
退
し
て
欲
し
い
。
壮
士
の
勢
力
は
強
く
輿
論
を
動
か
す
。
壮
士

は
「
社
会
の
動
気
」、「
国
家
の
生
力
」
で
あ
る
。
壮
士
は
社
会
を
覚
醒
さ
せ
、
活
発
に
し
国
家
を
強
健
に
人
を
勇
敢
に
す
る）

11
（

。
つ
ま

り
尾
崎
は
、
少
年
が
「
活
発
敢
為
の
気
象
」
を
も
ち
、「
社
会
の
動
気
」、「
国
家
の
生
力
」
で
あ
る
壮
士
に
な
る
事
を
求
め
る
の
で

あ
る
が
、
同
書
に
対
し
、「
過
激
は
即
ち
過
激
」
で
あ
る
と
の
評
価
が
な
さ
れ
た）

1（
（

。
ま
た
尾
崎
自
身
は
執
筆
意
図
を
昭
和
十
三
（
一

九
三
八
）
年
に
、
少
年
を
「
煽
動
す
る
為
」、
少
年
を
煽
り
「
政
府
を
虐
め
て
や
ら
う
」
と
思
い
書
い
た
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
つ
ま
り

明
治
二
十
年
に
な
る
と
尾
崎
の
言
論
は
、
少
年
を
「
煽
動
」
し
「
政
府
を
虐
め
」
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

次
に
明
治
二
十
年
に
お
け
る
尾
崎
の
政
治
活
動
を
み
る
。
同
年
の
条
約
改
正
反
対
運
動
に
お
け
る
自
身
の
活
動
と
、
保
安
条
例
違

反
に
よ
る
東
京
退
去
と
を
、
尾
崎
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
政
府
は
条
約
改
正
を
断
行
し
そ
う
に
な
り
、「
切
羽
つ
ま
つ
て
」
明
治

二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
の
夜
、
相
談
会
を
開
い
た
。
自
分
は
「
戯
れ
に
」、
各
所
で
放
火
を
し
東
京
を
火
の
海
に
す
る
、
参
内
す

る
大
臣
を
殺
し
大
蔵
省
の
金
庫
か
ら
軍
用
金
を
取
る
の
も
よ
い
だ
ろ
う
と
い
う
と
、
一
座
の
者
は
大
笑
い
し
十
二
時
頃
散
会
し
た
。

こ
の
「
戯
談
」
を
密
偵
に
よ
り
政
府
に
報
告
さ
れ
た
と
聞
き
、
唖
然
と
し
、「
馬
鹿
げ
た
戯
談
」
は
言
う
も
の
で
は
な
い
と
後
悔
し
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た
）
11
（

。
切
羽
詰
ま
り
壮
士
に
よ
る
テ
ロ
行
為
と
い
う
「
馬
鹿
げ
た
戯
談
」
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
東
京
退
去
と
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
な
お
、
同
年
十
二
月
二
十
六
日
、
召
喚
さ
れ
た
尾
崎
は
「
愕
然
一
驚
」
し
理
由
を
聞
い
た
、
今
後
は
号
を
学
堂
か
ら
愕
堂
と
し

今
回
の
件
を
著
作
に
す
る
、
と
報
じ
ら
れ
た）

11
（

。
ま
た
尾
崎
の
恩
師
福
澤
諭
吉
は
保
安
条
例
に
よ
る
処
置
を
次
の
よ
う
に
評
し
た
。
水

が
溢
れ
よ
う
と
し
火
が
燃
え
上
が
ろ
う
と
す
る
の
を
防
ぐ
に
は
「
一
時
の
力
」
を
用
い
る
外
は
な
い
。
壮
士
が
政
治
を
語
る
の
は
こ

の
水
火
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
保
安
条
例
に
よ
り
壮
士
を
処
分
す
る
の
は
「
臨
時
の
処
分
」
と
し
て
「
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
」
で

あ
る
。
壮
士
の
処
分
が
一
段
落
し
た
今
後
は
、
官
民
は
調
和
す
べ
き
で
あ
る
。
政
府
も
民
間
政
治
家
の
「
長
者
」
も
確
執
な
く
打
ち

解
け
る
こ
と
を
望
む）

11
（

。
同
社
説
の
主
眼
は
政
府
と
穏
健
な
民
間
政
治
家
と
の
官
民
調
和
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
一
時
の
力
」、

「
臨
時
の
処
分
」
と
し
て
保
安
条
例
に
よ
る
処
置
を
「
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
尾
崎
自
身
の
「
戯
談
」
と
い

う
主
観
は
と
も
か
く
、
客
観
的
に
は
保
安
条
例
を
適
用
さ
れ
る
行
動
で
あ
っ
た
。

　

明
治
二
十
年
に
少
年
を
煽
り
「
政
府
を
虐
め
て
や
ら
う
」
と
し
て
、「
過
激
」
と
ま
で
評
さ
れ
た
『
少
年
論
』
を
出
版
し
、
壮
士

に
よ
る
テ
ロ
行
為
と
い
う
「
戯
談
」
に
よ
り
、
恩
師
福
澤
か
ら
「
止
む
を
得
ざ
る
こ
と
」
と
評
さ
れ
る
東
京
退
去
に
な
っ
た
、
換
言

す
れ
ば
反
政
府
行
動
を
企
図
し
た
尾
崎
は
、
同
年
十
月
『
再
版
』
を
出
版
し
た
。『
初
版
』
と
『
再
版
』
と
を
比
較
す
る
と
、
因
循

姑
息
と
い
う
内
憂
と
「
虎
狼
世
界
」
と
い
う
外
患
と
を
尚
武
に
よ
り
掃
い
国
家
隆
盛
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
内
容
に
大
差
は
な

い
が
、
相
違
点
も
存
在
す
る
。
第
一
に
「
緒
言
」
が
異
な
る
。「
再
版
尚
武
論
緒
言
」
で
は
冒
頭
、
再
刊
に
際
し
改
修
し
な
い
の
は

「
旧
時
ノ
面
目
」
を
残
し
た
い
こ
と
、「
尚
武
ノ
気
風
」
を
励
ま
し
「
国
家
ノ
気
風
」
を
起
こ
す
必
要
は
今
日
で
も
益
々
深
い
か
ら
で

あ
る
と
述
べ
た
後
、
同
年
三
月
に
自
身
が
出
版
し
た
政
治
小
説
『
新
日
本　

第
二
巻
』
か
ら
引
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
薩
長
が
二
十

余
年
政
権
を
握
り
続
け
る
の
は
、
全
国
が
分
裂
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
薩
摩
人
は
皆
壮
武
で
あ
り
「
尚
武
の
気
風
」
を
養
っ
て
い

る
が
、
薩
摩
以
外
は
柔
弱
な
た
め
、
政
権
を
握
り
続
け
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
国
会
開
設
後
も
薩
摩
人
が
政
権
を

掌
握
す
る
。「
尚
武
の
気
風
」
を
全
国
に
養
成
す
る
に
は
、
地
方
税
目
に
操
練
費
を
加
え
地
方
の
人
々
に
撃
剣
操
銃
を
さ
せ
「
尚
武
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の
気
風
」
を
鼓
舞
す
れ
ば
「
藩
閥
政
治
の
獘
患
」
を
初
め
て
除
き
外
国
の
侮
辱
を
攘
え
る
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は
引
用
だ
が
、
尚
武

の
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い）

11
（

。『
初
版
』
の
「
緒
言
」
で
は
国
会
開
設
よ
り
尚
武
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
た
が
、『
再
版
』

で
は
自
著
の
引
用
よ
り
「
藩
閥
政
治
の
獘
患
」
を
攘
う
為
の
尚
武
論
を
唱
え
て
い
る
。

　

第
二
の
相
違
点
は
、
若
干
の
修
正
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
「
第
九
章　

法
策
」
は
、
尚
武
の
為
の
五
策
が
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
五
策
目
と
し
て
政
府
や
警
察
の
保
護
を
減
じ
人
民
を
自
立
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
同
章
に
お
け
る
、
政
府
の
保
護

は
人
民
の
依
頼
心
を
増
長
さ
せ
る
弊
害
が
あ
る
と
い
う
記
述
と
、
日
本
政
府
の
人
民
へ
の
保
護
が
優
渥
に
過
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
記
述
と
の
間
に
、『
再
版
』
で
は
「
墺
国
人
民
ノ
萎
靡
振
ハ
サ
ル
ハ
警
察
政
治
ノ
遺
毒
ニ
非
ス
ヤ
」
と
い
う
記
述
が
挿

入
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
警
察
政
治
に
よ
り
人
民
を
「
萎
靡
」
さ
せ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

警
察
政
治
に
名
を
借
り
た
日
本
政
府
批
判
と
も
読
め
る
。

　

本
章
よ
り
、
明
治
十
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
初
版
』
と
、
尾
崎
が
「
政
府
を
虐
め
て
や
ら
う
」
と
し
て
『
少
年
論
』
を
出
版
し
、

あ
る
い
は
条
約
改
正
反
対
運
動
の
際
の
「
戯
談
」
に
よ
り
東
京
退
去
と
な
っ
た
明
治
二
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
再
版
』
と
は
、
尚
武

の
意
味
合
い
が
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
換
言
す
れ
ば
、
藩
閥
政
府
批
判
の
為
の
尚
武
論
に
変
質
し
て
い
た
と
い
え
る
。

五　

結　

び

　

明
治
十
二
年
十
月
、
尾
崎
は
『
新
潟
』
主
筆
と
し
て
新
潟
県
に
赴
任
し
、
同
十
四
年
七
月
、
統
計
院
仕
官
の
た
め
上
京
し
た
。
二

年
足
ら
ず
の
新
潟
在
住
時
に
、
恩
師
福
澤
の
助
言
通
り
、
地
方
人
士
の
啓
蒙
、
す
な
わ
ち
主
筆
と
し
て
の
言
論
活
動
の
外
に
、
県
会

指
導
、
商
事
思
想
の
注
入
、
演
説
指
導
を
実
行
し
た
。『
新
潟
』
の
社
説
で
は
、
新
潟
県
民
を
開
化
・
教
化
す
る
主
張
の
外
に
、
県

会
論
、
国
政
論
と
い
っ
た
啓
蒙
論
と
、
志
気
振
作
論
と
を
展
開
し
た
。
ま
た
国
会
開
設
を
「
今
日
ノ
最
大
急
務
」
と
認
識
し
な
が
ら
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も
、
因
循
姑
息
と
い
う
内
憂
と
「
虎
狼
世
界
」
と
い
う
外
患
を
掃
い
国
家
隆
盛
を
期
す
べ
く
、
武
を
尚
ぶ
べ
き
と
い
う
『
尚
武
論
』

は
、「
憲
政
の
神
」
尾
崎
の
処
女
作
で
あ
り
な
が
ら
、
憲
政
論
と
は
無
縁
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
治
二
十
年
の
『
再
版
』
で
は
藩
閥

政
府
批
判
の
為
の
尚
武
論
へ
と
変
質
し
て
い
た
。

　

明
治
末
期
に
尾
崎
は
、
そ
れ
ま
で
の
著
作
・
評
論
・
詩
歌
を
ま
と
め
た
著
作
集
『
愕
堂
集
』
の
序
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

自
分
の
言
論
は
「
政
治
家
の
見
地
よ
り
、
時
代
々
々
の
必
要
に
応
じ
」
述
べ
た
も
の
な
の
で
、「
前
後
の
論
旨
互
に
撞
着
」
す
る
も

の
が
少
な
く
な
い
。
読
者
が
「
其
年
月
及
び
時
勢
を
参
酌
」
す
る
こ
と
を
望
む）

11
（

。
つ
ま
り
尾
崎
自
身
が
「
時
代
」
や
「
時
勢
」
に
応

じ
自
分
の
言
論
を
変
化
さ
せ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
前
述
の
如
く
筆
者
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
尾
崎
は
生

涯
に
お
い
て
言
動
を
変
化
さ
せ
て
き
た
。
処
女
作
『
尚
武
論
』
は
、
か
よ
う
な
変
化
の
嚆
矢
と
い
え
る
。

（
1
）　

尾
崎
自
身
が
主
筆
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
論
説
記
者
の
主
任
を
主
筆
と
称
し
、
編
輯
全
体
を
指
揮
し
た
。
自
分
は

主
筆
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
初
め
か
ら
新
潟
新
聞
総
理
と
署
名
、
営
業
方
面
ま
で
指
揮
し
、
社
長
を
更
迭
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
尾
崎
行

雄
『
咢
堂
自
伝
』〈
以
下
『
自
伝
』〉〈
咢
堂
自
伝
刊
行
会
、
昭
和
十
二
年
二
月
二
十
日
〉
四
六
頁
）。
尾
崎
が
新
潟
在
住
時
の
『
新
潟
』
四

面
に
は
同
新
聞
社
役
職
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
明
治
十
二
年
五
月
二
十
五
日
付
か
ら
同
年
八
月
十
日
付
ま
で
は
、
主
幹
古
渡
資
秀
、
同
年

十
月
七
日
付
か
ら
明
治
十
四
年
七
月
二
十
二
日
付
ま
で
「
総
理
尾
崎
行
雄
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
同
紙
明
治
十
四
年
七
月
二
十
三
日
付
で

統
計
院
権
少
書
記
官
尾
崎
行
雄
の
人
事
が
発
表
さ
れ
、
同
上
紙
で
は
仮
編
輯
長
知
野
勝
直
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）　

尾
崎
が
「
憲
政
の
神
」
と
称
さ
れ
た
こ
と
や
、『
尚
武
論
』
出
版
を
機
縁
と
す
る
尾
崎
の
政
界
入
り
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
尾
崎
行

雄
の
生
涯
と
思
想
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
二
十
二
巻
第
二
号
〈
二
〇
一
八
年
三
月
〉
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
（
）　

木
戸
銘
之
助
『
日
本
帝
国　

国
会
議
員
正
伝
』（
田
中
宗
栄
堂
、
明
治
二
十
三
年
九
月
二
十
日
・
再
版
、『
日
本
人
物
情
報
大
系　

第

2（
巻
』〈
晧
星
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
一
五
日
―
以
下
同
社
復
刻
版
は
皓
星
社
版
と
表
記
し
、
巻
数
の
み
を
記
す
〉）
五
〇
六
頁
。

（
4
）　
「
続　

現
代
人
物
一
百
人　

尾
崎
行
雄
」（『
日
本
及
日
本
人
』
第
八
二
六
号
〈
大
正
十
一
年
一
月
一
日
〉）
一
五
五
頁
。
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（
5
）　

岩
崎
徂
堂
『
壮
談
快
挙　

歴
代
閣
僚
伝　

青
少
年
時
代
編
』（
玲
文
社
、
昭
和
九
年
四
月
十
五
日
・
増
訂
二
十
一
版
、
晧
星
社
版
・

第
二
十
八
巻
）
八
六
〇
頁
。

（
（
）　

伊
佐
秀
雄
『
尾
崎
行
雄
伝
』（
尾
崎
行
雄
伝
刊
行
会
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
二
十
日
）
八
八
―

九
頁
。

（
7
）　

栄
沢
幸
二
『
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
期
の
政
治
思
想
』（
研
文
出
版
、
一
九
八
一
年
九
月
十
一
日
）
一
五
〇
、
一
六
三
、
一
六
六
、
一

六
八
頁
。

（
（
）　

奈
良
岡
聰
智
「
解
説
―
『
憲
政
の
神
様
』
か
ら
見
た
憲
政
史
」（
尾
崎
行
雄
『
民
権
闘
争
七
十
年　

咢
堂
回
想
録
』〈
講
談
社
学
術
文

庫
、
二
〇
一
六
年
七
月
十
一
日
〉
所
収
）
三
五
八
頁
。

（
9
）　

例
え
ば
中
原
信
雄
は
国
会
開
設
ま
で
の
言
動
を
中
心
に
し
た
尾
崎
の
対
外
強
硬
論
の
考
察
を
、
一
八
八
二
（
明
治
十
五
）
年
の
壬
午

事
変
を
受
け
て
尾
崎
が
書
い
た
「
朝
鮮
叛
徒
討
た
ざ
る
可
ら
ず
」
か
ら
始
め
て
お
り
、『
尚
武
論
』
に
言
及
し
て
い
な
い
［「
尾
崎
行
雄
に

お
け
る
対
外
強
硬
論
の
論
理
」（『
日
本
歴
史
』
第
一
五
〇
号
〈
一
九
六
〇
年
十
二
月
〉
所
収
）］。
宇
野
俊
一
は
明
治
・
大
正
・
昭
和
期
の

尾
崎
の
生
涯
を
簡
明
に
紹
介
し
信
念
を
曲
げ
な
か
っ
た
「
孤
高
の
政
治
家
」
と
評
し
て
い
る
が
、『
尚
武
論
』
に
言
及
し
て
い
な
い
［「
尾

崎
行
雄
―
孤
高
の
政
治
家
の
信
念
と
〝
遺
言
〟」（『
日
本
平
和
論
大
系　

（　

吉
野
作
造　

石
橋
湛
山　

尾
崎
行
雄
』〈
日
本
図
書
セ
ン

タ
ー
、
一
九
九
三
年
十
一
月
二
十
五
日
〉
所
収
）
四
六
〇
―

四
六
一
頁
］。
阪
上
順
夫
は
尾
崎
の
選
挙
を
分
析
し
た
書
籍
の
中
で
、『
新
潟

新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
尚
武
論
」
が
書
籍
化
さ
れ
政
府
入
り
と
な
っ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（『
尾
崎
行
雄
の
選
挙
―
世
界
に
誇
れ

る
咢
堂
選
挙
を
支
え
た
人
々
―
』〈
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
二
十
八
日
〉
一
〇
頁
）。
塚
本
英
樹
は
政
治
家
と
し
て
の
尾
崎
の
中
国

政
策
分
析
を
主
と
し
て
分
析
し
た
論
文
で
、
明
治
十
五
年
の
壬
午
事
変
を
契
機
に
尾
崎
が
書
い
た
「
日
清
両
国
は
向
後
如
何
に
朝
鮮
を
処

置
す
べ
き
か
」
か
ら
分
析
を
始
め
て
お
り
、『
尚
武
論
』
に
言
及
し
て
い
な
い
［「
尾
崎
行
雄
の
対
外
認
識
の
変
遷
―
中
国
政
策
を
中
心
に

―
」（『
法
政
史
論
』
第
三
十
四
号
〈
平
成
十
九
年
三
月
〉
所
収
）］。
季
武
嘉
也
は
衆
議
院
憲
政
記
念
館
が
実
施
し
た
犬
養
毅
と
尾
崎
行
雄

の
特
別
展
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
、
政
治
教
育
、
咢
堂
会
の
結
成
、
雑
誌
を
通
し
た
青
年
の
啓
蒙
と
い
う
画
期
的
な
観
点
か
ら
尾
崎
の
足
跡

を
分
析
し
、
慶
應
義
塾
で
福
澤
諭
吉
に
認
め
ら
れ
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
統
計
院
官
吏
と
な
っ
た
が
、
明
治
十
四
年
の
政
変
で
下
野
し

立
憲
改
進
党
に
参
加
し
た
と
、
政
界
入
り
の
経
緯
を
紹
介
し
て
い
る
が
、『
尚
武
論
』
に
言
及
し
て
い
な
い
［
季
武
嘉
也
「
木
堂
・
咢
堂

と
青
年
」（『
普
通
選
挙
を
目
指
し
て
―
犬
養
毅
・
尾
崎
行
雄
―
特
別
展
』〈
衆
議
院
憲
政
記
念
館
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
九
日
〉
所
収
）

六
―

八
頁
］。
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（
10
）　

前
掲
「
尾
崎
行
雄
の
生
涯
と
思
想
」
の
外
に
、「
尾
崎
行
雄
の
国
際
協
調
論
」（『
法
学
研
究
（
中
村
勝
範
教
授
退
職
記
念
号
）』
第
六

十
八
巻
第
一
号
〈
平
成
七
年
一
月
二
十
八
日
〉
所
収
）、「
尾
崎
行
雄
の
普
通
選
挙
論
」（『
選
挙
研
究
』
第
十
三
号
〈
一
九
九
八
年
二
月
二

十
八
日
〉
所
収
）、「
尾
崎
行
雄
の
軍
備
縮
小
論
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
六
巻
第
一
号
〈
二
〇
〇
一
年
一
一
月
三
〇
日
〉
所
収
）、「
翼
賛

選
挙
と
尾
崎
行
雄
―
尾
崎
の
政
治
思
想
と
の
関
連
―
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
九
巻
第
二
号
〈
二
〇
〇
五
年
三
月
三
十
一
日
〉
所
収
）、

「
尾
崎
行
雄
の
シ
ナ
征
伐
論
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
十
九
巻
第
一
号
〈
二
〇
一
四
年
十
月
三
十
一
日
〉
所
収
）、「
第
一
回
総
選
挙
と
尾

崎
行
雄
」（『
平
成
法
政
研
究
』
第
二
十
四
巻
第
二
号
〈
二
〇
二
〇
年
三
月
二
〇
日
〉
所
収
）、「
第
二
回
総
選
挙
と
尾
崎
行
雄
」（『
平
成
法

政
研
究
』
第
二
十
五
巻
第
二
号
〈
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
日
〉
所
収
）、「
第
三
回
帝
国
議
会
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
尾
崎
行
雄
」（『
平
成

法
政
研
究
』
第
二
十
六
巻
第
一
号
〈
二
〇
二
一
年
十
一
月
三
十
日
〉
所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
）　

升
味
準
之
輔
『
日
本
政
治
史
1　

幕
末
維
新
、
明
治
国
家
の
成
立
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
六
月
十
日
）
五
三
頁
。

（
12
）　

以
上
新
潟
県
内
の
政
治
情
勢
は
、
永
木
千
代
治
『
新
潟
県
政
党
史
』（
新
潟
県
政
党
史
刊
行
会
、
昭
和
三
十
七
年
九
月
二
十
日
）
一

〇
―

二
頁
、
一
九
頁
、
二
九
―

三
二
頁
、
三
七
―

九
頁
、
四
三
―

四
頁
、
四
六
頁
、
五
一
―

二
頁
、
新
潟
県
編
『
新
潟
県
史　

通
史
篇
（

　

近
代
一
』（
以
下
『
県
史
』）（
新
潟
県
、
昭
和
六
十
二
年
三
月
三
十
日
）
五
七
〇
頁
、
五
七
二
―

三
頁
、
五
七
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
1（
）　

以
上
『
新
潟
』
創
刊
経
緯
と
尾
崎
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
松
井
敬
「
新
潟
新
聞
史
」（
日
本
新
聞
協
会
編
『
地
方
別　

日
本
新
聞
史
』

〈
日
本
新
聞
協
会
、
昭
和
三
十
一
年
九
月
二
十
五
日
〉
所
収
）
一
七
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
14
）　
『
県
史
』、
五
五
九
―

六
〇
頁
。

（
15
）　
『
自
伝
』、
四
二
頁
。

（
1（
）　
『
新
潟
日
報
源
流
1 

（ 

0
年　

時
代
拓
い
て　

越
佐
新
聞
略
史
』（
以
下
『
略
史
』）（
新
潟
日
報
社
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
一
日
）
三

八
頁
、
四
六
頁
、
六
四
―

五
頁
。

（
17
）　
『
自
伝
』、
四
五
頁
。

（
1（
）　
「
新
潟
の
珍
し
い
も
の
」（『
新
潟
』
明
治
四
十
二
年
六
月
十
三
日
）。
新
潟
市
に
い
る
と
金
が
か
か
る
た
め
、
尾
崎
は
日
曜
日
に
な
る

と
亀
田
へ
来
て
一
日
を
過
ご
し
た
と
い
う
（
大
倉
悌
二
「
創
始
時
代
の
本
紙
」〈
同
上
紙
〉）。

（
19
）　

尾
崎
行
雄
「
社
説　

新
潟
演
説
会
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
一
月
二
十
八
日
）。
同
社
説
の
冒
頭
、
自
分
は
新
潟
に
来
て
直
ち
に
演

説
の
必
要
な
理
由
を
弁
じ
た
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
尾
崎
は
明
治
十
二
年
十
月
十
五
日
か
ら
十
七
日
に
か
け
、「
社
説　

演
説
論
」
を
掲
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載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
社
説　

新
潟
演
説
会
」
も
尾
崎
執
筆
と
み
な
す
。

（
20
）　

二
十
五
日
は
「
本
会
の
定
日
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
四
月
二
十
八
日
）
と
の
記
述
が
あ
る
。『
県
史
』
で
も
、
月
二
回
程
度
新
潟

演
説
会
が
開
催
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
五
九
〇
頁
）。
も
っ
と
も
同
上
書
は
、
新
潟
演
説
会
が
発
足
し
た
の
は
明
治
十
三
年
二
月
と
し

て
い
る
（
同
頁
）。

（
21
）　

琴
線
小
史
「
随
筆　

黒
川
紀
行
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
二
月
二
十
一
日
）。
琴
線
は
尾
崎
の
号
で
あ
る
。

（
22
）　

琴
線
小
史
「
黒
川
紀
行　
（
前
号
の
続
き
）」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
二
月
二
十
四
日
）。

（
2（
）　

尾
崎
は
十
月
四
日
に
来
県
し
た
が
、
旅
の
疲
れ
で
二
、
三
日
休
み
、
そ
の
後
文
壇
に
登
場
す
る
と
報
じ
ら
れ
た
（『
新
潟
』
明
治
十

二
年
十
月
七
日
）。

（
24
）　

尾
崎
行
雄
「
社
説　

愚
見
ヲ
書
シ
テ
読
者
ニ
質
ス　

上
篇
」（『
新
潟
』
明
治
十
二
年
十
月
十
日
）。

（
25
）　

尾
崎
行
雄
「
社
説　

愚
見
ヲ
書
シ
テ
読
者
ニ
質
ス　
（
下
篇
）」（『
新
潟
』
明
治
十
二
年
十
月
十
一
日
）。

（
2（
）　
「
社
説　

新
年
所
感
」（『
新
潟
』
明
治
十
四
年
一
月
五
日
）。

（
27
）　
「
社
説　

日
本
政
府
ハ
圧
制
政
府
ニ
非
ス
」（『
新
潟
』
明
治
十
四
年
六
月
二
十
二
日
）。

（
2（
）　
「
社
説　

歳
末
回
顧
」（『
新
潟
』
明
治
十
二
年
十
二
月
二
十
八
日
）。

（
29
）　
「
社
説　

時
機
失
フ
可
ラ
ス
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
一
月
二
十
日
）。

（
（0
）　
「
社
説　

国
会
開
設
懇
望
協
議
会
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
四
月
九
日
）。

（
（1
）　
「
社
説　

演
説
大
意
」（『
新
潟
』
明
治
十
四
年
四
月
十
日
）。
冒
頭
で
同
社
説
は
四
月
六
日
の
国
会
開
設
懇
望
協
議
会
初
日
の
尾
崎
の

演
説
大
意
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
（2
）　
「
社
説　

国
会
懇
望
者
ハ
政
府
ノ
為
メ
ニ
小
児
視
セ
ラ
ル
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
七
月
一
日
）。

（
（（
）　
「
社
説　

政
府
ノ
国
会
請
願
者
ヲ
処
ス
ル
ノ
目
的
如
何
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
七
月
十
日
）。

（
（4
）　
「
社
説　

政
府
ノ
国
会
請
願
者
ヲ
処
ス
ル
ノ
目
的
如
何
（
昨
日
ノ
続
）」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
七
月
十
一
日
）。

（
（5
）　
「
社
説　

国
会
開
設
懇
望
委
員
ハ
上
京
シ
テ
何
ヲ
為
ス
ヤ
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
十
一
月
二
十
七
日
）。

（
（（
）　
「
社
説　

国
会
開
設
懇
望
委
員
ハ
上
京
シ
テ
何
ヲ
為
ス
ヤ
（
続
稿
）」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
十
一
月
二
十
八
日
）。

（
（7
）　
「
社
説　

新
潟
人
民
」（『
新
潟
』
明
治
十
二
年
十
月
十
二
日
）。
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（
（（
）　
「
社
説　

気
候
之
影
響
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
二
月
三
日
）。

（
（9
）　
「
社
説　

新
潟
県
会
ノ
評
判
」（『
新
潟
』
明
治
十
二
年
十
一
月
十
六
日
）。

（
40
）　
「
社
説　

新
潟
県
会
ノ
評
判
（
続
篇
）」（『
新
潟
』
明
治
十
二
年
十
一
月
十
九
日
）。

（
41
）　
「
社
説　

元
気
振
作
論
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
九
月
三
日
）。

（
42
）　
「
社
説　

元
気
振
作
論　
（
続
稿
）」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
九
月
四
日
）。

（
4（
）　
「
社
説　

元
気
振
作
論　
（
続
稿
）」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
九
月
五
日
）。
な
お
「
元
気
振
作
論
」
は
『
旧
全
集
』
第
四
巻
に
所
収
さ

れ
て
い
る
が
、
同
上
巻
は
初
出
を
明
治
十
四
年
と
し
て
い
る
。

（
44
）　
「
社
説　

帯
剣
論　

第
五
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
十
月
九
日
）。

（
45
）　
「
社
説　

帯
剣
論　

第
六
」（『
新
潟
』
明
治
十
三
年
十
月
十
日
）。
な
お
「
帯
剣
論
」
の
初
出
を
『
旧
全
集
』
第
四
巻
は
明
治
十
三
年

と
し
て
い
る
が
、
正
確
に
は
明
治
十
三
年
十
月
二
日
、
五
日
、
七
日
、
八
日
、
九
日
、
十
日
で
あ
る
。

（
4（
）　

東
京
大
学
法
学
部
所
蔵
（
日
本
マ
イ
ク
ロ
写
真
、
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
）

（
47
）　

明
治
十
三
年
三
月
三
十
日
付
が
第
八
百
九
十
二
号
で
、
同
年
四
月
一
日
付
が
第
八
百
九
十
四
号
で
あ
る
た
め
、
明
治
十
三
年
三
月
三

十
一
日
付
は
欠
号
で
は
な
く
、
日
本
マ
イ
ク
ロ
社
版
に
存
在
し
な
い
と
予
測
で
き
る
。

（
4（
）　
『
略
史
』、
六
七
頁
。

（
49
）　

目
次
に
は
「
第
四
章　

武
弊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
50
）　

学
堂
尾
崎
行
雄
『
訂
正　

少
年
論　

第
六
版
』（
博
文
堂
、
明
治
二
十
四
年
九
月
二
十
八
日
）
一
五
頁
、
二
六
頁
、
二
八
頁
、
三
八

頁
、
四
一
頁
、
四
五
―

六
頁
、
四
七
―

八
頁
、
五
四
頁
。
同
書
で
、
孔
明
が
天
下
三
分
の
計
を
抱
い
た
の
は
二
十
六
・
七
歳
、
ピ
ッ
ト
が

首
相
に
な
っ
た
の
は
二
十
三
・
四
歳
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ン
や
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
は
二
十
二
・
三
歳
で
政
界
雄
飛
の
端
緒
を
開
い
た
と
述
べ
て

い
る
こ
と
か
ら
（
同
上
書
、
二
〇
―

一
頁
）、
尾
崎
が
言
う
少
年
と
は
二
十
代
の
若
者
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

（
51
）　
「
少
年
論
」（『
出
版
月
評
』
第
六
号
〈
明
治
二
十
一
年
一
月
二
十
五
日
〉
所
収
、
復
刻
版
・
龍
溪
書
舎
〈
一
九
八
三
年
十
二
月
十
五

日
〉）
二
七
頁
。

（
52
）　
『
尾
崎
行
雄
談
話
速
記　

第
一
回　

昭
和
十
三
年
五
月
二
日
』（『
憲
政
史
編
纂
会
旧
蔵　

政
治
談
話
速
記
録　

第
2
巻　

井
上
敬
次

郎
氏
談
話
速
記
・
尾
崎
行
雄
氏
談
話
速
記
』〈
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
八
年
十
一
月
二
十
五
日
〉
所
収
）
一
九
八
頁
。
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（
5（
）　

前
掲
尾
崎
『
日
本
憲
政
史
を
語
る　
（
上
）』、
一
七
六
―

七
頁
、
一
八
一
頁
。

（
54
）　
「
雑
報
」（『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
年
十
二
月
二
十
九
日
）。

（
55
）　
「
社
説　

今
後
を
如
何
せ
ん
」（『
時
事
新
報
』
明
治
二
十
年
十
二
月
三
十
日
）。
同
社
説
は
『
福
澤
諭
吉
全
集　

第
十
一
巻
』（
岩
波

書
店
、
昭
和
三
十
五
年
八
月
一
日
）
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
5（
）　
「
再
版
尚
武
論
緒
言
」、
一
―

五
頁
。

（
57
）　
『
再
版
』、
九
三
頁
。

（
5（
）　

愕
堂
市
隠
「
自
序
」（『
愕
堂
集
』〈
讀
賣
新
聞
社
、
明
治
四
十
二
年
五
月
二
十
八
日
〉
所
収
）
一
頁
。




